
船舶事故調査報告書 

令和５年２月８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 火災 

発生日時 令和３年１１月２２日 ０１時２０分ごろ 

発生場所 長崎県対馬市西
さい

海
かい

漁港（昼
ひる

ケ浦地区） 

 芋
いも

埼灯台から真方位１２７°１,１５０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°１９.３′ 東経１２９°１６.６′） 

事故の概要 漁船松
まつ

丸は、係留中、火災が発生した。 

事故調査の経過 令和３年１２月７日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 松丸、４.７トン 

 ＮＳ３－８９３６４（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし  

 損傷 操舵室等に焼損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北西、風速 約３m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過  本船は、船長の自宅前の岸壁に係留中、火災が発生し、自宅で就寝

していた船長が目覚めて火災の発生に気付いた時には、既に火勢が強

く初期消火できる状況ではなかった。 

 本船は、船長が携帯電話で１１８番通報及び１１９番通報を行い、

間もなく駆けつけた地元の消防団と消防署により消火活動が行われ、

その後鎮火が確認された。 

本船は、操舵室から後方に焼損が、操舵室内の配電盤から航海計器

類に延びる電気配線（以下「本件電気配線」という。）の被覆に炭化

がそれぞれ認められ、主機、バッテリ及び同配電盤から同バッテリに

延びる電気配線には、焼損及び短絡痕が認められなかった。 

 消防署によれば、本事故は、経年劣化した本件電気配線の被覆から

出火した可能性が極めて高かったが、船長から本事故当時通電状態で

なかったとの口述があり、出火原因が不明であった。 

本船は、船舶購入から約１９年以上が経過しており、その間、船長

が、電気配線等に異常を認めたことがなかったので、本件電気配線の

点検及び掃除を行ったことがなく、また、電線の耐用年数を知らなか

った。 

文献（「漁船の電気火災を防止しよう！」小型漁船の電気系統の点

検・整備マニュアル、社団法人日本船舶電装協会）には、次の旨の記

載がある。 

 (1) 経年劣化した電線の使用は、異常発熱や短絡による発火を生



 

じる危険がある。 

 (2) 電線の耐用年数は概ね２０年とされている。 

分析  本船は、係留中、操舵室内から出火したものと考えられる。 

本船は、約１９年以上電気配線の点検整備が行われていない中、本

件電気配線が耐用年数を超えて使用されたことから、本件電気配線に

異常発熱または短絡が生じて電線被覆から出火した可能性があると考

えられるが、出火に至った状況を明らかにすることができなかった。 

船長は、電線の耐用年数を知らなかったことから、耐用年数を超え

た状態で本件電気配線を使用し続けていた可能性があると考えられ

る。 

原因  本事故は、夜間、本船が、係留中、操舵室内から出火したことによ

り発生したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、定期的に電気配線の点検を行うこと。 

・船長は、電線が耐用年数を超えた場合には、速やかに交換するこ

と。 


